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1. 一般社団法人 電子情報技術産業協会

• JEITAホームページ

http://www.jeita.or.jp/japanese/

• 医用電子システム事業委員会ホームページ（情報・産業社会システム部会）

http://home.jeita.or.jp/is/index.html

• 資料

提供：一般社団法人 電子情報技術産業協会
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一般社団法人 電子情報技術産業協会（JEITA: Japan Electronics and 
Information Technology Industries Association）は、電子機器、電子部品の

健全な生産、貿易及び消費の増進を図ることにより、電子情報技術産業の総
合的な発展に資し、我が国経済の発展と文化の興隆に寄与することを目的と
した業界団体です。

一般社団法人 電子情報技術産業協会とは

産業規模にして約40兆円を持つ、
ＩＴ・エレクトロニクス産業

政策提言や技術開発の支援

新分野の製品普及等の各種事業を
精力的に展開

地球温暖化防止等の環境対策への
取組み



体外式除細動器WGの活動

業界の健全な発展を推進し、業界に共通して関与する諸問題に対応

適正な広告プロモーション活動を推進することを目的に
「自動体外式除細動器（AED）の適正広告・表示ガイドライン」を作成

具体的な案件の取扱いに関する事例を自主広告ガイドラインの
「Q&A」を作成

7

情報・産業社会システム部会 医用電子システム事業委員会は、
50年の歴史を持つ、主に生体現象計測・監視システムを取り扱う企業が参加
する委員会です。

医用電子システム事業委員会の紹介

主な取扱い品目は、心電計、血圧計等の生体現象測定記録装置、
ベッドサイドモニタ、テレメータ等の生体情報モニタ、超音波画像診断装置、
自動体外式除細動器（AED）。
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2. 厚生労働省

• 自動体外式除細動器（AED）の適切な管理等の実施について

以下の厚労省ホームページより引用

http://www.mhlw.go.jp/houdou/2009/04/h0401-4.html
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AEDの適切な管理等の実施について (1)
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AEDの適切な管理等の実施について (2)
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AEDの適切な管理等の実施について (3)
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AEDの適切な管理等の実施について (4)
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AEDの適切な管理等の実施について (5)



14

AEDの適切な管理等の実施について (6)
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AEDの適切な管理等の実施について (7)
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AEDの適切な管理等の実施について (8)
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3. 独立行政法人 医薬品医療機器総合機構

• PMDA医療安全情報 No.10 2009年5月 自動体外式除細動器（AED）の適
切な管理について

以下のPMDAホームページより引用

http://www.info.pmda.go.jp/anzen_pmda/file/iryo_anzen10.pdf
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AEDの適切な管理について (1)
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AEDの適切な管理について (2)
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4. 保守点検の実際

• 資料

提供：一般社団法人 電子情報技術産業協会
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注意喚起案内

【一般向け注意喚起】

AEDをいつでも使用できるように、日常的に下記の点検と対応をして下さい。

1. AEDのインジケーターを確認して下さい。異常を示した場合には、取扱説
明書に従い対処して下さい。

2. 表示ラベルにある、電極パッドやバッテリの交換時期を確認し、交換を適
切に実施して下さい。

AED使用時は、心電図の解析を正しく行う為に、下記に注意して下さい。

1. 電極パッドは、全面が貼り付くように貼って下さい。胸毛が多い場合は、
剃って下さい。

2. 傷病者に接している電気毛布・電動ベット・マッサージ器等家電製品のコ
ンセントを抜いて下さい。

3. AEDの音声ガイダンスに従って使用し、心電図の解析中は傷病者にさわ
らないで下さい。
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フィリップス製AEDについて

• フィリップスホームページ

http://www.philips.co.jp

• フィリップスAEDコールセンター

0120-802-337

• フクダ電子ガーディアンホームページ

http://www.fukuda.co.jp/aed/products/guardian.html

• 資料

提供：株式会社フィリップスエレクトロニクスジャパン

提供：フクダ電子株式会社
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日常点検の実施
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消耗品管理
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保守契約による管理等の委託 (1)
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保守契約による管理等の委託 (2)

フィリップス社製ＡＥＤの保守

AEDのセルフテストの結果を
監視

３つの特徴：ＡＥＤガーディアンなら
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保守契約による管理等の委託 (3)

これまでの日常点検

目視で
の確認
が必要

目視で
の確認
が必要

（１）日常点検を遠隔から行うことができる

AEDガーディアン

守衛室

１０階

２０階

3０階

１階受付

（２）複数台のＡＥＤを一元管理できる

（３）アラートメール配信機能

管理責任者
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メドトロニック製AEDについて

• メドトロニックホームページ

http://www.medtronic-lifepak.com

• ライフパックお客様センター

0120-715-545

• PUSH会員サイト

http://www.push-physiocontrol.com/push/Portal_Login

• 資料

提供：日本メドトロニック株式会社
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日常点検の実施(1)



30

日常点検の実施(2)
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消耗品管理(1)
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消耗品管理(2)
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消耗品管理(3)
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保守契約による管理等の支援 (1)
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保守契約による管理等の支援 (2)
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保守契約による管理等の支援 (3)



37

日本光電製AEDについて

• 日本光電ホームページ

http://www.nihonkohden.co.jp/aed/

• AED保守受付センター

0120-233-821

• 資料

提供：日本光電工業株式会社
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日常点検の実施
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消耗品管理(1)
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消耗品管理(2)
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保守契約による管理等の委託 (1)
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保守契約による管理等の委託 (2)
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大宇製AEDについて

• 大宇ホームページ

http://aed.daewoo.co.jp
厚労省、PMDA掲載のURLと異なりますので、ご注意ください。

• コールセンター

0120-915-256 又は 03-3224-7143

• 資料

提供：大宇ジャパン株式会社

• CU-ER1に関して

パラメディックCU-ER1の製造販売業者は、株式会社エムビーエスから、大宇
ジャパン株式会社になりました。このため、厚労省、PMDA掲載のURLと異な
りますので、ご注意ください。
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パラメデｨック CU-ER1の日常点検の実施
１．インジケータの確認

（ケースの中にある状態）

透明になっている部分内のインジケータを
見て装置の状態を確認できます。

正常な場合 エラーの場合

O X

使用可/不可を表すインジケータ

２．バッテリ残量のチェック （電源を入れた場合）

左図の左下にバッテリの
残量が表示されます。<残量表示> 残量８０％の例

CU-ER1は充電式のバッテリを搭
載しております。使用後または定期
点検時（３ヶ月に１度）には必ずフ
ル充電を行ってください。

インジゲータのエラーランプが
点滅していないことを毎日確認
してください。
エラーランプが赤色に点滅
（使用不可能）して、エラー音が
鳴る場合は、購入した販売店又
は、大宇ジャパン㈱までご連絡
ください。

ＣＵ－ＥＲ１は、日常点検のほかに
３ヶ月に１度定期点検が必要です。

日常点検の実施 (1)
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アイパッドNF1200の日常点検の実施

★日常点検
i-PAD NF1200は、毎日自動でセルフテストをしています。

セルフテストの結果は、窓内真ん中のインジゲータ（状態ランプ）に表示されます。

１．インジケータ（状態ランプ）の確認：使用可／不可を表す

２．装置の外観（ケースの中にある状態）

※毎日緑の点滅（約５秒毎）を
確認してください。

日常点検の実施 (2)
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日常点検の実施 (3)

パラメデｨック CU-ER1の日常点検表 アイパッド NF1200の日常点検表
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定期点検の実施

パラメデｨック CU-ER1の定期点検の実施
日常点検の他に３ヶ月に１回定期点検してください

定期点検表及び、日常点検表は大宇ジャパンのＨＰよりダウンロード
できます。http://aed.daewoo.co.jp/check_cu.html
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消耗品管理(1)

パラメデｨックCU-ER1

電極パッドの交換時期（期限）

電極パッドの交換時期が
パｯケージの裏面に表示
されています。

成人用電極パッド
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アイパッドNF1200

電極パッド及びバッテリの交換期限（時期）

電極パッドの交換時期が
パッケージの裏面に表示

されています。

電極パッド（成人用）の交換時期 バッテリの交換時期

バッテリは本体に装着してから概ね４年で交換になります。

消耗品管理(2)
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アドミス製AEDについて

• アドミスホームページ

http://www.admis.co.jp/index.html

• アドミスAEDコールセンター

0800-222-0889

• 資料

提供：アドミス株式会社
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日常点検の実施(1)
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日常点検の実施(2)
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消耗品管理(1)
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消耗品管理(2)



55

消耗品管理(3)
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オムロン製AEDについて

• オムロン ヘルスケアホームページ（AED専用）

http://www.aed.omron.co.jp/

• AEDカスタマーサポートセンター

0120-401-066

• 資料

提供：オムロン ヘルスケア株式会社
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日常点検の実施
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消耗品管理(1)
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消耗品管理(2)
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保守契約による管理等の委託


